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別紙様式 

 

章・節 該当ペー

ジ 

行番号 該当する記載 ご意見 

1(2) 

本指針に

おける適

正性確保

の考え方 

3 1-3 適正性確保に当たって、適

正性についての一義的な定

義や絶対的な水準を定める

ものではなく、各主体が研

究開発、活用するＡＩの特

性、用途、目的や、自身の

立場、社会的役割等を踏ま

えて自主的に取組を進める

という考え方 

自主的に取組を進めるという考え方

に賛同する。他方で、こうした考え

方であれば、産業界との協働は不

可欠。今回の意見募集は約１週間

という短期間だが、任意の意見募集

手続であるとしても、このような短期

間で産業界の声を十分に把握する

ことは困難。産業界の声をより広く

反映できるよう、1 か月等の十分な

意見募集期間等を設定頂くことを望

む。さらに、今回の意見募集に先立

ち、11/21-27 まで「指針骨子」のパ

ブリックコメントが行われ、その結果

概要が 12/5 に公表され、今回の意

見募集が行われたと承知している

が、本来であれば前者の手続を経

て「指針骨子」がどのように変更、具

体化され、「指針（案）」に反映してい

るかが明らかとされる必要がある。

加えて、脚注 13 等、具体的な記載

がなく評価が難しい記載も散見さ

れ、このような点も含めて産業界か

ら的確・適切に意見提出を行うこと

が困難。こうした事情を踏まえた適

切な手続の実施を望む。 

 

 

１(2)  

本指針に

おける適

正性確保

の考え方 

P３ 

 

２５行目

〜２８行

目 

セキュリティ  

不正な操作によるＡＩの意図

しない動作や停止をはじめ

とするＡＩのセキュリティ上の

リスクを低減させるよう、ＡＩ

のセキュリティを適切に確保

すること。  

 

 

１(2)「セキュリティ」において、「不正

な操作による AI の意図しない動作

や停止をはじめとする AIのセキュリ

ティ上のリスクを低減させるよう、最

新のセキュリティ技術によって AI の

セキュリティを適切に確保すること」

等の文言に変更することを要望す

る。 

【理由】 

AI によって、大量の個人情報や機
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章・節 該当ペー

ジ 

行番号 該当する記載 ご意見 

密情報が取り扱われているが、サイ

バー攻撃は年々多様化・高度化し

てる。このような状況下では、機密

性の高い情報が流出するリスクが

高まるため、最新技術による高度な

セキュリティ対策を指針においても

言及することが重要。この点、EU AI 

Act 第 15 条では、AI システムに対

する適切な堅牢性とサイバーセキュ

リティの確保が要求されており、

HAIP を牽引し、AI ガバナンスの構

築において国際協調を図る趣旨か

らも最新のセキュリティ対策への言

及が必要。 

 

１ (2) 

本指針に

おける適

正性確保

の考え方 

Ｐ．4 1-3 プライバシー 1 取り扱うデ

ータの重要性等に応じてプ

ライバシーを尊重し、適切に

保護すること。  

 

 

１(2)「プライバシー」において、「取り

扱うデータの重要性等に応じて最新

のプライバシー保護措置等の技術

的手段によりプライバシーを適切に

保護すること」等の文言に変更する

ことを要望する。 

【理由】 

昨今、AI の急速な発展に伴い、プラ

イバシー保護に関する懸念も出て

います。AI の活用時は、大量の個

人情報や機密情報等が処理される

ため、当該情報の処理過程におい

て技術的な保護措置を講ずる必要

がある。この点、国際的には、プラ

イバシー強化技術（PETs）が実用化

されており、EU AI Act第 10 条第５

項(b)では、高リスク AI において、特

別なカテゴリーの個人データには

「最新のセキュリティ及びプライバシ

ー保護措置」が求められてる。１(1)

「本指針の位置付け」でも言及され

ているとおり、「広島 AI プロセス」を

牽引し、AIガバナンスの構築におい

て国際協調を図る趣旨から、最新
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章・節 該当ペー

ジ 

行番号 該当する記載 ご意見 

のプライバシー保護措置への言及

が必要。 

 

 

1(3) 

適正性確

保のため

の基本方

針 

P4 28 脚注 8 

レッドチーム等の様々な手

法を組み合わせて、多様な

内部テスト手段や独立した

外部テスト手段を採用する

ことや、特定されたリスクや

脆弱性に対処するための適

切な措置を実施することが

望ましい。   

ここで触れられているリスクは P.4 

にて分類される要素の中で「セキュ

リティ」を中心に記載されているよう

に思料する。 

個別リスクへの対策方法について

は脚注に記載するのではなく、本指

針の中ではリスクベースでのアプロ

ーチにとどめ、固有のリスク事項へ

の対策方法については別途まとめ

るなどをご検討いただくのが良い。 

 

 

２ 研究開

発機関及

び活用事

業者が特

に取り組

むべき事

項 

P.6 

 

2-4 ＡＩを活用した製品、サービ

スの開発、提供をする活用

事業者 10 は、その開発、提

供したＡＩが多くの主体に影

響を及ぼし得ることを踏ま

え、国際的な規範、国際規

格、各種ガイドライン等を活

用しつつ、１(2)に示す適正

性確保に必要となる主な要

素に関して、特に以下の事

項に取り組む。 

本指針はAIガバナンスとリスクベー

スアプローチを基本方針とする

が 、適正性確保を名目とする過度

な規制や厳格なプロセス要求は萌

芽的な研究開発を実質的に阻害す

る問題を含んでいる。AI 法が研究

開発の推進も目的としていることを

踏まえ、指針の運用においてはリス

ク管理とイノベーション促進のバラ

ンスが重要である。初期段階の探

索的活動に対し、適度な失敗を許

容する柔軟性を考慮いただき、長期

的・破壊的なイノベーションを生む

土壌も確保する旨を検討いただき

たい。 
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章・節 該当ペー

ジ 

行番号 該当する記載 ご意見 

２ 研究開

発機関及

び活用事

業者が特

に取り組

むべき事

項 

P.6 

 

2-4 ＡＩを活用した製品、サービ

スの開発、提供をする活用

事業者 10 は、その開発、提

供したＡＩが多くの主体に影

響を及ぼし得ることを踏ま

え、国際的な規範、国際規

格、各種ガイドライン等を活

用しつつ、１(2)に示す適正

性確保に必要となる主な要

素に関して、特に以下の事

項に取り組む。 

開発者と提供者に課される内容は

分けるのが現実的ではないか。開

発事業者はある程度大手で体力が

あると想定されるところ、提供事業

者は中小やベンチャーレベルの企

業も多数あると想定され、かつ当該

事業者でコントロールできる範囲が

限定的であることから、提供事業者

に課される内容は軽減し活発な利

活用へ誘導する方が便益の最大化

に繋がるのではないか。 

 

 

2(2) 

ス テ ー ク

ホルダー

との信頼

関係の構

築に向け

た透明性

の確保 

P.6 19 脚注 13 

「内閣府ウェブサイト参照

（国内外のＡＩに関する規

範、ガイドライン等を示す予

定）」 

脚注 13 

「内閣府ウェブサイト参照（国内外の

ＡＩに関する規範、ガイドライン等を

示す予定）」とあるが、具体的な記

載がなされていない脚注について

は、評価することは難しい。 
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章・節 該当ペー

ジ 

行番号 該当する記載 ご意見 

２(3) 

適正性確

保のため

の基本方

針 

P７ ６行目〜

１４行目 

(3) 十分な安全性の確保  

ＡＩを悪用したサイバー攻撃

や詐欺をはじめとする各種

犯罪、違法行為が行われる

7 リスクを特定・評価し、適

切な対策を講じる。 

また、ハルシネーションや偏

見・差別の助長、偽・誤情報

等（ディープフェイク技術に

よるフェイク動画、性的加工

画像等）の拡散等につなが

るＡＩによる不適切な出力の

抑制、ＡＩの意図しない動作

や誤作動の防止をするた

め、最新の技術と知見を駆

使して、解決、改善に向けて

取り組む。特に、AＩで生成さ

れた偽・誤情報等の拡散 12 

が深刻なリスクとなっている

ことを踏まえ、ＡＩの生成物で

あることが判断できる技術

（電子透かし、API 等）の開

発に努め、必要に応じて実

装する。 

 

２(3)「十分な安全性の確保」におい

て、「最新のセキュリティ技術と知見

を駆使して、解決、改善に向けて取

り組む」旨の内容を盛り込むことを

要望する。 

【理由】 

AI によって、大量の個人情報や機

密情報が取り扱われているが、サイ

バー攻撃は年々多様化・高度化し

てる。このような状況下では、機密

性の高い情報が流出するリスクが

高まるため、最新技術による高度な

セキュリティ対策を指針においても

言及することが重要。この点、EU AI 

Act 第 15 条では、AI システムに対

する適切な堅牢性とサイバーセキュ

リティの確保が要求されており、

HAIP を牽引し、AI ガバナンスの構

築において国際協調を図る趣旨か

らも最新のセキュリティ対策への言

及が必要。 

 

2(3) 

十分な安

全性の確

保 

P7 12-14 「特に、AＩで生成された偽・

誤情報等の拡散が深刻なリ

スクとなっていることを踏ま

え、ＡＩの生成物であることが

判断できる技術（電子透か

し、API 等）の開発に努め、

必要に応じて実装する。」 

事業者が画像生成サービスを提供

する際には、電子透かしの実装を

することを求める記載が追記されて

いるが、この記載を短期間のパブコ

メにて行うべきかは、議論の余地が

あると考える。 

 

 

 

２(5) 

ＡＩのイノベ

ーションの

基盤とな

る デ ー タ

P７〜P８ P.7 ２

１ 行 目

〜 P ８ 

５行目 

(5) ＡＩのイノベーショ

ンの基盤となるデータの

重要性を踏まえたステー

クホルダーへの配慮  

ＡＩのイノベーションに

２(5)「AI のイノベーションの基盤とな

るデータの重要性を踏まえたステー

クホルダーへの配慮」において、「デ

ータ保有者が安心してデータを提供

できるプライバシー及びセキュリティ
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章・節 該当ペー

ジ 

行番号 該当する記載 ご意見 

の重要性

を踏まえ

たステー

クホルダ

ーへの配

慮 

は、質の高いデータを確保

し、それらを適正に活用す

ることが重要である。これ

を踏まえ、質の高いデータ

が充実し、信頼できるＡＩ

が開発、提供されることに

より、新たな創作活動等が

促進されるという好循環

を実現するため、ＡＩを開

発、提供する事業者は、デ

ータの利用状況に応じて、

知的財産等のデータ保有

者等のステークホルダー

と、データの適正な活用の

在り方等について継続的

なコミュニケーションを

図る。また、特に、社会的

影響力の大きいＡＩを開

発、提供する事業者は、知

的財産等のデータ保有者

等に対する利益還元のエ

コシステムや安心して創

作活動ができる環境の構

築に向けた方策の検討、実

施に努める。 

基盤の整備に努める」旨の内容を

盛り込むことを要望する。 

【理由】 

本指針案では、データ保有者等と

の継続的なコミュニケーションやデ

ータ保有者等への利益還元のエコ

システム構築等、データ保有者等

への配慮について言及されてるが、

質の高いデータの確保と適正な活

用を実現するためには、データ保有

者が安心してデータを提供できる技

術的基盤の整備が不可欠。 

さらに、日本が HAIP を主導する立

場として、データ活用における技術

的プライバシー保護措置の重要性

を指針に盛り込むことは、国際的な

リーダーシップの発揮にもつなが

る。 

 

2(2) 

ス テ ー ク

ホルダー

との信頼

関係の構

築に向け

た透明性

の確保 

 

P7 26 脚注 18 

「学習データの開示が求め

られた際はその必要性を判

断して適切に対応する」 

 

学習データの開示を受け付けること

は消費者保護の観点から理解でき

るが、事業者が開示を求められた

際の手続きについて脚注で触れる

ことは、本文にある「合理的な範囲

で説明可能性を確保する」の意図を

狭める記述と見受けられる。 

 

 

３ 国及び

地方公共

団体が特

に取り組

むべき事

P9 2-7 国は、１(2)に示す適正性確

保に必要となる主な要素に

関して、特に以下の事項に

取り組む。 

指針２（５）は AI のイノベーション基

盤として質の高いデータの適正な活

用を重視すると指摘（P.7）。AI のエ

ンドユーザーである国民・事業者に

とっても、国民・事業者の自己デー
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章・節 該当ペー

ジ 

行番号 該当する記載 ご意見 

項 地方公共団体は、１(2)に示

す適正性確保に必要となる

主な要素に関して、置かれ

た環境や課題が多様である

ことを踏まえ、地域の実情に

応じて、特に以下の事項に

配慮しつつ、必要な対応を

行う。 

なお、ＡＩを開発、提供する際

は、２に示す事項についても

取り組む。 

タ活用により個別化されたサービス

や検証を受けることは極めて重要。

政府は医療・金融などの自己データ

を適切に連携し、AI サービスにイン

プットする仕組みを整備すべきであ

り、これは AI の適正利用と国民の

権利保護に不可欠。既に「データ利

活用制度の在り方に関する基本方

針」（令和７年６月デジタル行財政改

革会議決定）で、公共性の高い重要

分野でのデータ連携・相互運用性

確保が謳われている（P.3）。これを

受け、本指針「３」に「国民や事業者

が自己に最適化された AI 活用を可

能にするための自己データ取得環

境等の整備」といった項目を追加

し、政府の責任で API等による安全

かつマシンフレンドリーな自己デー

タの収集・連携環境整備などを推進

することを記載すべき。 

 

 

３  (3) Ａ Ｉ

ガバナン

スの在り

方の検討 

 

10 1-6 また、様々な局面におけるＡ

Ｉ導入の障壁を低減するた

め、ＡＩを活用する際に想 

定・発生し得る課題に対し

て、その責任の所在等に関

する解釈適用上の論点及び

考え方を整理するとともに、

判例等を踏まえ可能な限り

解釈を明確化するよう努め

る。  

さらに、ＡＩは国境を越えて展

開されるため、国内だけで

なく、国際的なガバナンスが

不可欠であり、相互運用性

の確保にも配慮しつつ、ＡＩ

ガバナンスの構築を主導す

る。 

国や地方公共団体に取り組んでい

ただきたい事項として、解釈の明確

化だけでなく AI 利活用に即し既存

法令や条例の見直しの検討も必要

ではないか。これは古い法律がイノ

ベーションの障壁にならないように

すべきということと、利便性が先行し

た結果（特に海外勢の）AI エージェ

ントなどが無法地帯で動作する事

態を予防すべき、という 2 つの要素

を含む。 
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章・節 該当ペー

ジ 

行番号 該当する記載 ご意見 

３（２） 

社会全体

におけるＡ

Ｉリテラシ

ーの向上 

9 15-23 国及び地方公共団体は、国

及び地方公共団体の職員

はもちろんのこと、全ての主

体が、倫理、法令、人権、安

全等に関する課題を理解

し、責任ある利用者としての

自覚をもって行動できるよう

に、社会全体におけるＡＩリ

テラシーの向上を図ること

が求められる。 

このため、常にＡＩの最新の

技術動向や活用実態を把握

し、リスク及びその対応策を

検討して、ステークホルダー

の自主的な取組を促すため

の考え方を提示する。また、

事業者、国民等におけるＡＩ

の研究開発・活用における

適正性確保に向けて、生成

ＡＩの基本的な使い方や注意

点を学べるコンテンツの提

供、社会人向けの生成ＡＩス

キル・知見の習得支援等、

教育・ガイダンスを積極的に

推進する。 

偽・誤情報等だけでなく、外国の組

織・個人や政党など、特定の勢力や

個人による世論・価値観の誘導、洗

脳のほか、SEO のような AI 最適を

実現する手法に注意をする必要が

あると思われる。それらに対して、

どのように向き合い、正しい情報を

得るのか、といったことを学ぶ教育

が子どもから大人まで、必要にな

る。 

特に公教育の消費者教育等におい

て、AI 教育、情報リテラシーの教育

を実施しておくことは、わが国の平

和と安定、民主主義の維持におい

ても不可欠。ＡＩを抜きにしても、国

民がなりすまし、フェイクニュースに

踊らされているのが現状であり、そ

こに AI が加われば、より世論の誘

導灯のリスクが高まることになりか

ねない。 

 

 

以上 


